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情報通信行政・郵政行政審議会 

電気通信事業部会（第１２５回）議事録 

 

第１ 開催日時及び場所 

令和４年８月２６日（金）１０時００分～１０時０６分 

   Ｗｅｂ審議による開催 

 

第２ 出席者 

（１）委員（敬称略） 

三友 仁志（部会長）、佐藤 治正（部会長代理）、川濵 昇、 

西村 真由美、森 亮二、山下 東子 

（以上６名） 

 

（２）総務省 

   飯村事業政策課長、片桐料金サービス課長、 

寺本料金サービス課企画官 

 

（３）審議会事務局 

福田情報流通行政局総務課課長補佐 

 

第３ 議題 

  答申事項 

電気通信事業法第２７条の３の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定

について【諮問第３１５２号】 
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開  会 

 

○福田情報流通行政局総務課課長補佐  皆様、おはようございます。時間になりました

ので、会議を開始いたしたいと思います。 

 それでは、早速ですが、三友部会長、会議の進行をよろしくお願いいたします。 

○三友部会長  皆様、おはようございます。朝早くからありがとうございます。それで

は、ただいまから情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会（第１２５回）を開

催いたします。 

 本日はＷｅｂ審議を開催しており、８名中６名の委員が出席されておりますので、定

足数を満たしております。 

 Ｗｅｂ審議となりますので、御発言の際はマイク及びカメラをオンにして、お名前を

おっしゃっていただいてから御発言をお願いいたします。 

 また、傍聴につきましては、Ｗｅｂ会議システムによる音声のみでの傍聴とさせてい

ただきます。 

 それでは、お手元の議事に従いまして議事を進めてまいります。本日の議題は、答申

事項１件のみでございます。 

 

議  題 

 

（１）答申事項 

 電気通信事業法第２７条の３の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定につい

て【諮問第３１５２号】 

 

○三友部会長  諮問第３１５２号「電気通信事業法第２７条の３の規定の適用を受ける

電気通信事業者の指定について」、審議いたします。 

 本件は、本年６月２４日金曜日開催の当部会において、総務大臣から諮問を受けて審

議を行い、６月２５日土曜日から７月２５日月曜日までの間、意見招請を実施いたしま

した。 

 それでは、総務省から詳細について御説明をお願いいたします。 

○中島料金サービス課課長補佐  総務省料金サービス課でございます。資料１２５－１

に基づきまして、説明をさせていただきます。 
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 本件は、電気通信事業法第２７条の３の規定の適用を受ける電気通信事業者として、

新たにＮＴＴレゾナントを追加し、ソフトバンクに吸収合併されたウィルコム沖縄及び

ＬＩＮＥモバイル、移動電気通信役務の提供を終了いたしましたＳＢパートナーズを除

外した上で計３２社を指定するものでございます。 

 まずは本件の意見募集の結果につきまして、説明をさせていただきます。 

 それでは、資料下部にページ番号がございまして、２ページを御覧ください。先ほど

三友部会長からも御紹介いただきましたところではございますが、本年６月２５日から

７月２５日までの間、意見募集を実施いたしましたところ、個人から１件の御意見の提

出がございました。 

 具体的には、もう１ページめくっていただきまして、３ページを御覧ください。御意

見は、対象となる電気通信事業者の表記を修正すべきではないかとの御意見でございま

した。 

 それに対する考え方といたしましては、右側でございますけれども、本告示案に記載

している電気通信事業者の表記につきましては、電気通信事業法に規定される電気通信

事業者の登録又は届出に基づきまして記載しているところでございます。これを踏まえ

ての修正はございません。 

 以上を踏まえまして、１ページにお戻りください。このような形で、電気通信事業法

第２７条の３の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する告示案につきまして、諮

問のとおりお認めいただければと考えているところでございます。 

 簡単ではございますが、説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○三友部会長  御説明ありがとうございました。それでは、ただいまの説明につきまし

て、御意見あるいは御質問がございましたら、チャット機能にて申出をお願いいたしま

す。いかがでしょうか。 

 個人から１件のみでございまして、内容については、先ほどの御説明のとおりでござ

います。よろしいでしょうか。 

 それでは、もし、御意見がございませんようでしたらば、諮問第３１５２号につきま

しては、お手元の答申案のとおり答申したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○三友部会長  どうもありがとうございました。それでは、案のとおり答申することと

いたします。 
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○三友部会長  本日は以上でございます。審議は終了いたしました。 

 この機会に何か皆様から何かございますでしょうか。よろしいですか。 

 事務局から何かございますか。 

○福田情報流通行政局総務課課長補佐  次回の電気通信事業部会は、別途御連絡を差し

上げますので、また皆様方よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上です。 

○三友部会長  ありがとうございます。どうも朝早くからありがとうございました。今

回は、オンラインであるからこそできるかもしれない会議でございますが、審議会の運

営については今後もう少し合理化することができないかということもぜひ考えていただ

ければと思います。コロナの感染拡大が引き続き広がっておりますので、どうぞ皆様、

御自愛いただければというふうに思います。 

 それでは、以上で本日の会議を終了いたします。ありがとうございました。 

 

閉  会 
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